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定款の一部変更に関するお知らせ 

 
平成 18年 6月 22日開催の当社定時株主総会において、当社定款の一部変更について承認可決さ
れましたので，下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 

1. 変更の理由 
(1)公告方法について当社において検討を行いましたところ、公告の費用の削減等の効果が期待で
きるとの判断を行い、当社の公告の方法を電子公告に変更し、併せて、止むを得ない事由により

電子公告ができないときの措置を定めるものであります。【第４条】 
(2) 当社の発行する株式の総数（発行可能株式総数）は、45,360株とされているところ、発行済株
式総数が既に 31,636.55 株（平成 18年３月 31日現在）となっていることから、今後の機動的な
Ｍ＆Ａ・業務提携や資本政策を可能とするため、これを 126,500 株に変更するものであります。
【第 5条】 

(3)旧商法第 233 条が廃止されたことに伴い、株主総会の開催場所の制限がなくなりましたが、合
理的な範囲で現在と同様の条件を設ける規定を設けるものであります。【第 10条】 

(4)「会社法」（平成 17年７月 26日法律第 86号）が平成 18年 5月 1日に施行されたこと（以下
「新会社法の施行」といいます。）に伴い、定款に定めることにより可能となる事項等について、

以下の変更を行うものであります。 

① 会社法第 214条において、株券を発行する場合は定款にその旨を記載しなければならない旨
定められているため、当該規定を設けるものであります。【第 5条】 

② 法務省令（会社法施行規則第 94条、第 133条及び会社計算規則第 161条、第 162条）に基
づき、株主総会参考書類等の一部について、株主の皆様の利便性を高めるため、インターネ

ットを通じて閲覧いただけるよう規定を設けるものであります。【第 12条】 
③ 法務省令（会社法施行規則第 63条第 5号）に基づき、株主総会の円滑な運営を図るため代

理人の数を定めるものであります。【第 14条】 
④ 会社法第 326条において、取締役会を設置する場合は定款にその旨を記載しなければならな

い旨定められているため、規定を設けるものであります。【第 16条】 
⑤ 会社法第 341条に基づき、当社の事業並びに経営の継続性を確保するため、取締役の解任に

関して株主総会の特別決議とする旨の規定を設けるものであります。【第 19条】 



⑥ 会社法第 370条に基づき、迅速な意思決定を行うため取締役会の書面決議を導入する規定を
設けるものであります。また、法務省令（会社法施行規則第 101 条第 4 項第 1 号）に基づ
き、当該決議に関する議事録の規定を設けるものであります。【第 23条】【第 26条】 

⑦ 会社法第 326条において、監査役および監査役会を設置する場合は定款にその旨を記載しな
ければならない旨定められているため、規定を設けるものであります。【第 30条】 

⑧ 迅速な意思決定を行うため、取締役会並びに監査役会の招集手続を追加する規定を設けるも

のであります。【第 24条】【第 35条】 
⑨ 会計監査人を設置する場合は定款にその旨を記載しなければならない旨定められているた

め、会計監査人に関する章並びに各規定を設けるものであります。【第６章】【第 41条】【第
42条】【第 43条】【第 44条】 

⑩ 取締役もしくは監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、会社

法の規定に基づき取締役もしくは監査役の会社に対する賠償責任を法令に定める範囲内で

取締役会の決議により減免できる旨の規定を新設するものであります。また、会計監査人と

して有能な人材を迎えられるよう、会社法の規定に基づき会社に対する賠償責任を法令の範

囲内で限定する契約を締結できる旨の規定を新設するものであります。なお、変更案第 29
条の新設につきましては、監査役の全員一致による監査役会の同意を得ております。【第 29
条】【第 40条】【第 45条】 

(5)その他、新会社法の施行に伴い、会社法等の文言に合わせる語句の修正を行うとともに条文数
の変更を行うものであります。 

(6)第７期定時株主総会におきましてご承認いただいた定款変更に関する移行措置を定めた附則を
廃止するものであります。【附則】 

 
2. 変更の内容 
変更の内容は次のとおりであります。 

（下線は変更部分を示します） 
現行定款 変 更 案 

第 4条（公告の方法） 
当会社の公告は、日本経済新聞に掲載して

行う。 

第 4条（公告方法） 
当会社の公告は、電子公告により行う。た

だし、電子公告によることができない事故

やその他止むを得ない事由が発生したと

きは、日本経済新聞に掲載して行う。 
第 5条（発行する株式の総数） 
当会社の発行する株式の総数は、４５，３

６０株とする。 

第 5条（発行可能株式総数及び株券の発行） 
当会社の発行可能株式総数は、１２６，５

００株とする。 
２ 当会社は、株式に係る株券を発行する。 

第６条（自己株式の取得） 
当会社は、商法２１１条ノ３第１項第２号

の規定により、取締役会の決議をもって自

己株式を買受けることができる。 

第 6条（自己の株式の取得） 
当会社は、会社法第１６５条第２項の規定

により、取締役会の決議によって自己の株

式を取得することができる。 
 



 
現行定款 変 更 案 

第７条（名義書換代理人） 
当会社は、株式及び端株につき名義書換代

埋人を置く。 
２ 名義書換代理人及びその事務取扱場所は、

取締役会の決議によって選定する。 
３ 当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。

以下同じ。）、端株原簿及び株券喪失登録簿

は、名義書換代理人の事務取扱場所に備え

置き、株式の名義書換、株券の交付、実質

株主名簿の作成、実質株主通知の受理、端

株原簿への記載又は記録、株券喪失登録及

び端株の買取りその他株式及び端株に関

する事務は、名義書換代理人に取り扱わ

せ、当会社においてはこれを取り扱わな

い。 

第 7条（株主名簿管理人） 
当会社は、株主名簿管理人を置く。 

２ 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、

取締役会の決議によって定める。 
３ 当会社の株主名簿（実質株主名簿を含む。

以下同じ。）、端株原簿、株券喪失登録簿及

び新株予約権原簿の作成ならびに備置き、

その他の株式及び端株に関する事務は、株

主名簿管理人に取り扱わせる。 

第 9条（基準日） 
当会社は、毎年３月３１日の最終の株主名

簿に記載又は記録された株主（実質株主を

含む。以下同じ。）をもって、その決算期

に関する定時株主総会において権利を行

使すべき株主とする。 
２ 前項の場合のほか、必要があるときは、取

締役会の決議により、あらかじめ公告し

て、一定の日最終の株主名簿に記載又は記

録された株主又は登録質権者、もしくは同

日の最終の端株原簿に記載又は記録され

た端株主をもって、その権利を行使するこ

とができる株主、登録質権者又は端株主と

する。 

第 9条（基準日） 
当会社は、毎年３月３１日の最終の株主名

簿に記載又は記録された株主（実質株主を

含む。以下同じ。）をもって、その事業年

度に関する定時株主総会において権利を

行使することができる株主とする。 
２ 前項の場合のほか、必要があるときは、取

締役会の決議により、あらかじめ公告し

て、一定の日最終の株主名簿に記載又は記

録された株主又は登録株式質権者、もしく

は同日の最終の端株原簿に記載又は記録

された端株主をもって、その権利を行使す

ることができる株主、登録株式質権者又は

端株主とする。 
第１０条（招集時期） 
当会社の定時株主総会は、毎年６月に招集

し、臨時株主総会は、必要がある場合に随

時これを招集する。 

第１０条（招集時期及び招集地） 
当会社の定時株主総会は、毎年６月に招集

し、臨時株主総会は、必要がある場合に随

時これを招集する。 
２ 当会社の株主総会は、東京都区内で開催す

る。 
 



 
現行定款 変 更 案 

 
（新設） 

第１２条（株主総会参考書類等のインターネッ

ト開示） 
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総

会参考書類、事業報告、計算書類及び連結

計算書類に記載または表示をすべき事項

に係る情報を、法務省令に定めるところに

従いインターネットを利用する方法で開

示することができる。 
第１２条（決議の方法） 
株主総会の決議は、法令又は定款に別段の

定めがある場合の他、出席した株主の議決

権の過半数をもって決する。 
２ 商法第３４３条の規定によるべき決議は、

総株主の議決権の３分の１以上を有する

株主が出席し、その議決権の３分の２以上

をもってこれを行う。 

第１３条（決議の方法） 
株主総会の決議は、法令又は定款に別段の

定めがある場合の他、出席した議決権を行

使することができる株主の議決権の過半

数をもって決する。 
２ 会社法第３０９条第２項の規定によるべ

き決議は、本定款に別段の定めがある場合

を除き、当該株主総会において議決権を行

使することができる株主の議決権の３分

の１以上を有する株主が出席し、出席した

当該株主の議決権の３分の２以上をもっ

てこれを行う。 
第１３条（議決権の代理行使） 
株主は、当会社の議決権を有する他の株主

を代理人として、その議決権を行使するこ

とができる。この場合、株主又は代理人は、

株主総会毎に代理権を証する書面を当会

社に提出しなければならない。 

第１４条（議決権の代理行使） 
株主は、当会社の議決権を有する他の株主

１名を代理人として、その議決権を行使す

ることができる。この場合、株主又は代理

人は、株主総会ごとに代理権を証明する書

面を当会社に提出しなければならない。 

第１４条（議事録） 
株主総会の議事録は、議事の経過の要領及

びその結果を記載又は記録し、議長並びに

出席した取締役がこれに記名押印又は電

子署名を行う。 
２ 株主総会の議事録は、その原本を決議の日

から１０年間本店に備え置き、その謄本を

５年間支店に備え置く。 

第１５条（議事録） 
株主総会の議事録は、法令で定めるところ

により書面または電磁的記録をもって作

成し、議長並びに出席した取締役がこれに

記名押印又は電子署名を行う。 
２ 株主総会の議事録は、その原本を決議の日

から１０年間本店に備え置き、その謄本を

５年間支店に備え置く。 
 

（新設） 

第１６条（取締役会の設置） 
当会社は、取締役会を置く。 

 



 
現行定款 変 更 案 

第１５条（取締役の員数） 
（省略） 

第１７条（取締役の員数） 
（省略） 

第１６条（取締役の選任） 
当会社の取締役は、株主総会において総株

主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数の決議によ

って選任する。 
２ 取締役の選任については、累積投票によら

ないものとする。 

第１８条（取締役の選任） 
当会社の取締役は、株主総会において議決

権を行使することができる株主の議決権

の３分の１以上を有する株主が出席し、出

席した当該株主の議決権の過半数の決議

によって選任する。 
２ 取締役の選任については、累積投票によら

ないものとする。 
 

（新設） 

第１９条（取締役の解任） 
当会社の取締役は、株主総会において議決

権を行使することができる株主の議決権

の３分の１以上を有する株主が出席し、出

席した当該株主の議決権の３分の２以上

の決議によって解任することができる。 

第１７条（取締役の任期） 
取締役の任期は、就任後２年内の最終の決

算期に関する定時株主総会の終結の時ま

でとする。 
２ 補欠又は増員により就任した取締役の任

期は、他の取締役の任期の残存期間と同一

とする。 

第２０条（取締役の任期） 
取締役の任期は、選任後２年以内に終了す

る事業年度のうち最終のものに関する定

時株主総会の終結の時までとする。 
２ 補欠又は増員により選任された取締役の

任期は、他の取締役の任期の残存期間と同

一とする。 
第１８条（役付取締役） 
当会社は、取締役会の決議により、取締役

の中から、取締役社長1名を選任し、必要

に応じて、取締役会長１名、取締役副社長、

専務取締役、常務取締役各若干名を置くこ

とができる。 

第２１条（役付取締役） 
当会社は、取締役会の決議により、取締役

の中から、取締役社長1名を選定し、必要

に応じて、取締役会長１名、取締役副社長、

専務取締役、常務取締役各若干名を選定す

ることができる。 

第１９条（代表取締役） 
取締役社長は、当会社を代表する。 

２ 前項のほか、必要に応じ、取締役会の決議

により、当会社を代表すべき取締役を選任

することができる。 

第２２条（代表取締役） 
取締役社長は、当会社を代表する。 

２ 前項のほか、必要に応じ、取締役会の決議

により、当会社を代表すべき取締役を選定

することができる。 
 



 
現行定款 変 更 案 

第２０条（取締役会の決議） 
取締役会の決議は、取締役の過半数が出席

し、出席した取締役の過半数をもって決す

る。 

第２３条（取締役会の決議方法等） 
取締役会の決議は、議決に加わることがで

きる取締役の過半数が出席し、出席した取

締役の過半数をもって決する。 
２ 当会社は、取締役会の決議事項について、

取締役(当該決議事項について議決に加わ
ることができるものに限る)の全員が取締
役会の決議事項について書面又は電磁的

記録により同意の意思表示をしたときは、

当該決議事項を可決する旨の取締役会の

決議があったものとみなす。ただし、監査

役が当該決議事項について異議を述べた

ときはこの限りでない。 
第２１条（取締役会の招集手続） 
取締役会の招集通知は、各取締役及び各監

査役に対して会日の３日前までに発する

ものとする。但し、緊急に招集の必要ある

ときは、この期間を短縮することができ

る。 

第２４条（取締役会の招集手続） 
取締役会の招集通知は、各取締役及び各監

査役に対して会日の３日前までに発する

ものとする。但し、緊急に招集の必要ある

ときは、この期間を短縮することができ

る。 

２ 取締役及び監査役の全員の同意があると

きは、招集の手続を経ないで取締役会を開

催することができる。 
第２２条（取締役会の招集権者及び議長） 

（省略） 

第２５条（取締役会の招集権者及び議長） 
（省略） 

第２３条（取締役会の議事録） 
取締役会の議事録は、議事の経過の要領及

びその結果を記載又は記録し、議長並びに

出席した取締役及び監査役がこれに記名

押印又は電子署名を行う。 
２ 取締役会の議事録は、１０年間本店に備え

置く。 

第２６条（取締役会の議事録） 
取締役会の議事録は、法令で定めるところ

により書面または電磁的記録をもって作

成し、議長並びに出席した取締役及び監査

役がこれに記名押印又は電子署名を行う。 
２ 第２３条第２項の議事録は、法令で定める

ところにより書面又は電磁的記録をもっ

て作成する。 
３ 取締役会の議事録は、１０年間本店に備え

置く。 
第２４条（取締役会規定） 
取締役会に関する事項については、法令又

は定款のほか、取締役会において定める取

締役会規程による。 

第２７条（取締役会規程） 
取締役会に関する事項については、法令又

は定款のほか、取締役会において定める取

締役会規程による。 



 
現行定款 変 更 案 

第２５条（取締役の報酬及び退職慰労金） 
取締役の報酬及び退職慰労金は、株主総会

の決議をもってこれを定める。 

第２８条（取締役の報酬等） 
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対

価として当会社から受ける財産上の利益

は、株主総会の決議をもってこれを定め

る。 

 
（新設） 

第２９条（取締役の責任免除） 
当会社は、会社法第４２６条第１項の規定

により、取締役会の決議によって、同法第

４２３条第１項に規定する取締役（取締役

であった者を含む。）の損害賠償責任を法

令の限度において免除することができる。 
 

（新設） 

第３０条（監査役及び監査役会の設置） 
当会社は、監査役及び監査役会を置く。 

第２６条（監査役の員数） 
（省略） 

第３１条（監査役の員数） 
（省略） 

第２７条（監査役の選任） 
当会社の監査役は、株主総会において総株

主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数の決議によ

って選任する。 

第３２条（監査役の選任） 
当会社の監査役は、株主総会において議決

権を行使することができる株主の議決権

の３分の１以上を有する株主が出席し、出

席した当該株主の議決権の過半数の決議

によって選任する。 

第２８条（監査役の任期） 
監査役の任期は、就任後４年内の最終の決

算期に関する定時株主総会の終結の時ま

でとする。 
２ 補欠により選任された監査役の任期は，退

任した監査役の任期の満了すべき時まで

とする。 

第３３条（監査役の任期） 
監査役の任期は、選任後４年以内に終了す

る事業年度のうち最終のものに関する定

時株主総会の終結の時までとする。 
２ 補欠により選任された監査役の任期は，退

任した監査役の任期の満了する時までと

する。 
第２９条（常勤監査役） 
監査役は、その互選により常勤監査役1名

以上を定める。 

第３４条（常勤の監査役） 
監査役は、監査役会の決議により常勤の監

査役1名以上を定める。 
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第３０条（監査役会の招集） 
監査役会の招集通知は、各監査役に対し、

会日の３日前までに発するものとする。但

し、緊急に招集の必要あるときは、この期

間を短縮することができる。 

第３５条（監査役会の招集） 
監査役会の招集通知は、各監査役に対し、

会日の３日前までに発するものとする。但

し、緊急に招集の必要あるときは、この期

間を短縮することができる。 

２ 監査役の全員の同意があるときは、招集の

手続を経ないで監査役会を開催すること

ができる。 
第３１条（監査役会の決議） 

（省略） 

第３６条（監査役会の決議） 
（省略） 

第３２条（監査役会の議事録） 
監査役会の議事録は、議事の経過の要領及

びその結果を記載又は記録し、出席した監

査役がこれに記名押印又は電子署名を行

う。 

第３７条（監査役会の議事録） 
監査役会の議事録は、法令で定めるところ

により書面又は電磁的記録をもって作成

し、出席した監査役がこれに記名押印又は

電子署名を行う。 

第３３条（監査役会規則） 
監査役会に関する事項については、法令又

は定款のほか、監査役会において定める監

査役会規則による。 

第３８条（監査役会規程） 
監査役会に関する事項については、法令又

は定款のほか、監査役会において定める監

査役会規程による。 

第３４条（監査役の報酬及び退職慰労金） 
監査役の報酬及び退職慰労金は、株主総会

の決議をもってこれを定める。 

第３９条（監査役の報酬等） 
監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対

価として当会社から受ける財産上の利益

は、株主総会の決議をもってこれを定め

る。 

 
（新設） 

第４０条（監査役の責任免除） 
当会社は、会社法第４２６条第１項の規定

により、取締役会の決議によって、同法第

４２３条第１項に規定する監査役（監査役

であった者を含む。）の損害賠償責任を法

令の限度において免除することができる。 
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（新設） 第６章 会計監査人 

 
（新設） 

第４１条（会計監査人の設置） 
当会社は、会計監査人を置く。 

 
（新設） 

第４２条（会計監査人の選任） 
当会社の会計監査人は、株主総会において

議決権を行使することができる株主の議

決権の３分の１以上を有する株主が出席

し、出席した当該株主の議決権の過半数の

決議によって選任する。 

 
（新設） 

第４３条（会計監査人の任期） 
会計監査人の任期は、選任後１年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時株主総会の終結の時までとする。 

２ 前項の定時株主総会において別段の決議

がなされなかったときは、当該定時株主総

会において再任されたものとみなす。 
 

（新設） 

第４４条（会計監査人の報酬等） 
会計監査人の報酬、賞与その他の職務執行

の対価として当会社から受ける財産上の

利益は、代表取締役が監査役会の同意を得

て定める。 

 
（新設） 

第４５条（会計監査人の責任免除） 
当会社は、会社法第４２７条第１項の規定

により、会計監査人との間に、同法第４２

３条第１項に規定する会計監査人の損害

賠償責任を限定する契約を締結すること

ができる。ただし、当該契約に基づく賠償

責任の限度額は、3,000万円以上であらか
じめ定めた金額又は法令が規定する額の

いずれか高い額とする。 
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第６章 計算 第７章 計算 
第３５条（営業年度及び決算期） 
当会社の営業年度は、毎年４月１日から翌

年３月３１日までとし、毎営業年度末日を

決算期とする。 

第４６条（事業年度及び決算期） 
当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌

年３月３１日までとし、毎事業年度末日を

決算期とする。 

第３６条（利益配当金） 
当会社の利益配当金は、毎決算期の最終の

株主名簿に記載又は記録された株主もし

くは登録質権者及び毎決算期の最終の端

株原簿に記載又は記録された端株主に対

して支払う。 

第４７条（剰余金の配当） 
当会社の剰余金の配当は、毎決算期の最終

の株主名簿に記載又は記録された株主も

しくは登録株式質権者及び毎決算期の最

終の端株原簿に記載又は記録された端株

主に対して行う。 

第３７条（中間配当金） 
当会社は、取締役会の決議により、毎年９

月３０日の最終の株主名簿に記載又は記

録された株主もしくは登録質権者、及び毎

年９月３０日の最終の端株原簿に記載又

は記録された端株主に対して、中間配当を

支払うことができる。 

第４８条（中間配当） 
当会社は、取締役会の決議により、毎年９

月３０日の最終の株主名簿に記載又は記

録された株主もしくは登録株式質権者、及

び毎年９月３０日の最終の端株原簿に記

載又は記録された端株主に対して、中間配

当を行うことができる。 

第３８条（利益配当金及び中間配当金の除斥期

間） 
利益配当金及び中間配当金が、支払開始の

日から満３年を経過しても受領されない

ときは、当会社はその支払い義務を免れる

ものとする。 

第４９条（剰余金の配当及び中間配当の除斥期

間） 
剰余金の配当及び中間配当が、支払開始の

日から満３年を経過しても受領されない

ときは、当会社はその支払い義務を免れる

ものとする。 

附 則 
第３条の変更は、平成 17年７月１日より効力

を生ずるものとする。 

 
（削除） 

 
 
 

以  上 


